
令和７年９⽉議会では⼀般質問で「税外収⼊」を取り上げました。通
常の税収が1億円増加すると、地⽅交付税の仕組みから地⽅税増収分の
75%（ケースにより数字は変動）が交付税から減額されてしまいます。
⼀⽅税外収⼊が1億円増えれば、それは市の資⾦として純増となるので、
市はもっと税外収⼊の確保に本気で取り組むべき、と訴えました。
ふるさと納税の「勝ち組」の市町村はこれらに強い「アイデア、マー
ケティングなどのプロ」を活⽤して収⼊増に⼯夫を凝らしています。
これからの⼤きな課題と⾔えます。

議案では令和８年度から社会保険料から徴収される「⼦ども⼦育て⽀
援⾦」のためのシステム改修予算に反対しました。これは「国の問
題」であって市としてできることはないのですが、本来は増税可否を
国⺠に問うて声を聞いた上で⾏うべき問題で、コソコソ社会保険料に
上乗せして国⺠から広く薄くとろうという考え⽅は姑息だと⾔えます。
これを市⺠の皆さんにも知っていただく意味で、システム改修予算と
いうやや別物の審議を活⽤して⾃分なりの意思表⽰をしました。




